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感 染 症 発 生 動 向 調 査 事 業 実 施 要 綱 新 旧 対 照 表

新 旧

感 染 症 発 生 動 向 調 査 事 業 実 施 要 綱 感 染 症 発 生 動 向 調 査 事 業 実 施 要 綱

第 １ （ 略 ） 第 １ （ 略 ）

第 ２ 対 象 感 染 症 第 ２ 対 象 感 染 症
本 事 業 の 対 象 と す る 感 染 症 は 次 の と お り と す る 。 本 事 業 の 対 象 と す る 感 染 症 は 次 の と お り と す る 。

１ 全 数 把 握 の 対 象 １ 全 数 把 握 の 対 象
一 類 感 染 症 （ 略 ） 一 類 感 染 症 （ 略 ）

二 類 感 染 症 （ 略 ） 二 類 感 染 症 （ 略 ）

三 類 感 染 症 （ 略 ） 三 類 感 染 症 （ 略 ）

四 類 感 染 症 （ 略 ） 四 類 感 染 症 （ 略 ）

五 類 感 染 症 （ 全 数 ）（ 略 ） 五 類 感 染 症 （ 全 数 ）（ 略 ）

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 （ 略 ） 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 （ 略 ）

指 定 感 染 症 指 定 感 染 症
( 107)中 東 呼 吸 器 症 候 群 （ 病 原 体 が ベ ー タ コ ロ ナ ウ イ ル ス (107)鳥 イ ン フ ル エ ン ザ （ H ７ N ９ ）

属 Ｍ Ｅ Ｒ Ｓ コ ロ ナ ウ イ ル ス で あ る も の に 限 る ）、 ( 108)鳥 イ ン
フ ル エ ン ザ （ H ７ N ９ ）

２ 定 点 把 握 の 対 象 ２ 定 点 把 握 の 対 象
五 類 感 染 症 （ 定 点 ）（ 略 ） 五 類 感 染 症 （ 定 点 ）（ 略 ）

法 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 疑 似 症 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 疑 似 症
( 109)摂 氏 ３ ８ 度 以 上 の 発 熱 及 び 呼 吸 器 症 状 （ 明 ら か な 外 ( 108 )摂 氏 ３ ８ 度 以 上 の 発 熱 及 び 呼 吸 器 症 状 （ 明 ら か な 外

傷 又 は 器 質 的 疾 患 に 起 因 す る も の を 除 く 。） 若 し く は ( 110 )発 傷 又 は 器 質 的 疾 患 に 起 因 す る も の を 除 く 。） 若 し く は ( 109)発
熱 及 び 発 し ん 又 は 水 疱 （ た だ し 、 当 該 疑 似 症 が 二 類 感 染 症 、 熱 及 び 発 し ん 又 は 水 疱 （ た だ し 、 当 該 疑 似 症 が 二 類 感 染 症 、
三 類 感 染 症 、 四 類 感 染 症 又 は 五 類 感 染 症 の 患 者 の 症 状 で あ る 三 類 感 染 症 、 四 類 感 染 症 又 は 五 類 感 染 症 の 患 者 の 症 状 で あ る
こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 く 。） こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 く 。）
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３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

第 ３ ～ 第 ４ （ 略 ） 第 ３ ～ 第 ４ （ 略 ）

第 ５ 事 業 の 実 施 第 ５ 事 業 の 実 施
１ ～ ３ （ 略 ） １ ～ ３ （ 略 ）

４ 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 疑 似 症 ４ 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 疑 似 症
（ １ ）（ 略 ） （ １ ）（ 略 ）

（ ２ ） 定 点 の 選 定 （ ２ ） 定 点 の 選 定
ア 疑 似 症 定 点 ア 疑 似 症 定 点

疑 似 症 の 発 生 状 況 を 地 域 的 に 把 握 す る た め 、 都 道 府 県 疑 似 症 の 発 生 状 況 を 地 域 的 に 把 握 す る た め 、 都 道 府 県
は 次 の 点 に 留 意 し 、 関 係 医 師 会 等 の 協 力 を 得 て 、 医 療 機 は 次 の 点 に 留 意 し 、 関 係 医 師 会 等 の 協 力 を 得 て 、 医 療 機
関 の 中 か ら 可 能 な 限 り 無 作 為 に 疑 似 症 定 点 を 選 定 す る 。 関 の 中 か ら 可 能 な 限 り 無 作 為 に 疑 似 症 定 点 を 選 定 す る 。
ま た 、 定 点 の 選 定 に 当 た っ て は 、 人 口 及 び 医 療 機 関 の 分 ま た 、 定 点 の 選 定 に 当 た っ て は 、 人 口 及 び 医 療 機 関 の 分
布 等 を 勘 案 し て 、 で き る だ け 当 該 都 道 府 県 全 体 の 疑 似 症 布 等 を 勘 案 し て 、 で き る だ け 当 該 都 道 府 県 全 体 の 疑 似 症
の 発 生 状 況 を 把 握 で き る よ う 考 慮 す る こ と 。 の 発 生 状 況 を 把 握 で き る よ う 考 慮 す る こ と 。

対 象 疑 似 症 の う ち 、 第 ２ の ( 109 )に 掲 げ る も の に つ い て 対 象 疑 似 症 の う ち 、 第 ２ の ( 108)に 掲 げ る も の に つ い て
は 、 小 児 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と し て 小 児 科 医 療 を は 、 小 児 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と し て 小 児 科 医 療 を
提 供 し て い る も の ） 又 は 内 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と 提 供 し て い る も の ） 又 は 内 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と
し て 内 科 医 療 を 提 供 し て い る も の ） を 第 一 号 疑 似 症 定 点 し て 内 科 医 療 を 提 供 し て い る も の ） を 第 一 号 疑 似 症 定 点
と し て 指 定 す る こ と 。 と し て 指 定 す る こ と 。

ま た 、 第 ２ の ( 110 )に 掲 げ る も の に つ い て は 、 小 児 科 を ま た 、 第 ２ の ( 109)に 掲 げ る も の に つ い て は 、 小 児 科 を
標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と し て 小 児 科 医 療 を 提 供 し て い る 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と し て 小 児 科 医 療 を 提 供 し て い る
も の ）、 内 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と し て 内 科 医 療 を も の ）、 内 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 と し て 内 科 医 療 を
提 供 し て い る も の ） 又 は 皮 膚 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主 提 供 し て い る も の ） 又 は 皮 膚 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 （ 主
と し て 皮 膚 科 医 療 を 提 供 し て い る も の ） を 第 二 号 疑 似 症 と し て 皮 膚 科 医 療 を 提 供 し て い る も の ） を 第 二 号 疑 似 症
定 点 と し て 指 定 す る こ と 。 定 点 と し て 指 定 す る こ と 。

な お 、 各 疑 似 症 定 点 の 数 は 下 記 の 計 算 式 を 参 考 と し て な お 、 各 疑 似 症 定 点 の 数 は 下 記 の 計 算 式 を 参 考 と し て
算 定 す る と と も に 、内 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 に つ い て は 、 算 定 す る と と も に 、内 科 を 標 榜 す る 医 療 機 関 に つ い て は 、
第 ５ の ３ （ ２ ） ア ⑤ に 掲 げ る 基 幹 定 点 の 要 件 を 満 た す 病 第 ５ の ３ （ ２ ） ア ⑤ に 掲 げ る 基 幹 定 点 の 要 件 を 満 た す 病
院 を ２ 次 医 療 圏 域 毎 に １ カ 所 以 上 含 む よ う 考 慮 す る こ と 。 院 を ２ 次 医 療 圏 域 毎 に １ カ 所 以 上 含 む よ う 考 慮 す る こ と 。
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（ ３ ）（ 略 ） （ ３ ）（ 略 ）

５ ～ ６ （ 略 ） ５ ～ ６ （ 略 ）

第 ６ （ 略 ） 第 ６ （ 略 ）

第 ７ 実 施 時 期 第 ７ 実 施 時 期
こ の 実 施 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 こ の 実 施 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、

病 原 体 情 報 及 び 病 原 体 定 点 に 関 す る 項 目 に つ い て は 、 各 都 道 府 県 病 原 体 情 報 及 び 病 原 体 定 点 に 関 す る 項 目 に つ い て は 、 各 都 道 府 県
等 に お い て 実 施 可 能 と な り 次 第 、 実 施 す る こ と と し て 差 し 支 え な 等 に お い て 実 施 可 能 と な り 次 第 、 実 施 す る こ と と し て 差 し 支 え な
い 。 い 。

こ の 実 施 要 綱 の 改 正 は 、 平 成 １ ４ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 改 正 は 、 平 成 １ ４ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ５ 年 １ １ 月 ５ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ５ 年 １ １ 月 ５ 日 か ら 施 行 す

る 。 る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す

る 。 る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ８ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ８ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行

す る 。 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ０ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ０ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す

る 。 る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ３ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ３ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。
た だ し 、 第 ５ の ３ の （ ２ ） の ② の 指 定 に つ い て は 、 平 成 ２ ３ 年 た だ し 、 第 ５ の ３ の （ ２ ） の ② の 指 定 に つ い て は 、 平 成 ２ ３ 年

７ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。 ７ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。

 
保健所管内人口 定点数 

～３万人 ３ 

３万人～７．５万人 ４ 

７．５万人～１２．５万人 ７ 

１２．５万人～ ７＋６×（人口－１２．５万人）／１０万人 

 
保健所管内人口 定点数 

～３万人 ３ 

３万人～７．５万人 ４ 

７．５万人～１２．５万人 ７ 

１２．５万人～ ７＋６×（人口－１２．５万人）／１０万人 
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こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 か ら 施 行

す る 。 す る 。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す

る 。


